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-受 診 手 引 き - 

 

令和 8 年度 

受診可能期間┃令和 8 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日 
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2. 人間ドック（総合健診） 
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3. 婦人科健診 

 婦人科健診とは 
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 費用 
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4. 申込から受診までの流れ（ドック・婦人科共通） 

 受診可能期間 

 準備するもの 
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 健診機関ごとの手順パターン 
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STEP1 
自己負担金の額（自己負担 3 割）を確認してください 
※『特定人間ドックを受診する任意継続被保険者』や『婦人科健診を受診する 45 歳・50 歳・55 歳
に到達する女性任意継続被保険者』については自己負担金が発生しません。 

 参照資料『人間ドック・婦人科健診 契約健診機関リスト』内の『②健診機関別自己負担額リスト』 

STEP2 健診機関へ自身で予約してください 

 
⚠ 予約時に、健診内容や自己負担金の額（自己負担 3 割）について健診機関と確認してから受診す

るようにしてください 
⚠ 健保組合では、受診後のトラブルについては責任を追いかねますのでご了承ください 

STEP3 受診前日までに、未使用の『特定健康診査受診券』と 『人間ドック・婦人科
健診 共通申込書』を健保組合に提出してください 

 

⚠ 特定健診との重複受診ができないため、お手元にある未使用特定健康診査受診券を返却してくだ
さい（年度開始前に発送済です） 

⚠ 申込書の未提出が多発しています。必ず健保組合に提出してください。 
⚠ 未提出が確認された場合、健保組合から未提出者へ提出のお願いをさせていただきますのでご協

力ください 

STEP4 受診当日、窓口で自己負担金を支払ってください 

 
⚠ 健保組合の補助対象外となるオプション検査を追加した場合、その費用は自己負担金に加算され

ますのでご注意ください 

STEP5 受診者の工程はすべて終了です 

 
⚠ この後、健診機関から、健診費用のうち健保組合負担分の請求書が健保組合に届き支払処理を実

施します 

 

STEP1 自己負担金の額（自己負担 10 割）を確認してください 

 

⚠ 全額を立て替えるため、事前にその額を確認してください 
契約健診機関（窓口支払:自己負担 10 割）の場合 
参照資料『人間ドック・婦人科健診 契約健診機関リスト』内の『②健診機関別自己負担額リスト』 
契約外健診機関の場合 
自身で調べてください 

STEP2 健診機関へ自身で予約してください 

 
⚠ 予約時に、健診内容や自己負担金の額（自己負担 10 割）について健診機関と確認してから受診

するようにしてください 
⚠ 健保組合では、受診後のトラブルについては責任を追いかねますのでご了承ください 

STEP3 受診当日、窓口で全額支払ってください（立替精算処理が必要です） 

 ⚠ 必ず健診料金の内訳が明記された領収証をもらってください 

STEP4 健保組合に立替精算の手続きをしてください（『5.立替精算の手続き』参照） 

 ⚠ STEP3 で支払った額のうち、健保組合負担額を精算します 
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5. 立替精算の手続き（パターン②の対象者のみ） 

 立替精算に必要な書類（3 点セット） 
⚠ 

⚠ 

⚠ 

⚠ 

⚠ 
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 立替精算のスケジュール（月 1 回実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

受診手引きの説明は以上です。お疲れ様でした。 


